
教育委員会からのお知らせ 

 

令和５年東彼杵町二十歳を祝う会の開催について 

 

成人式から「二十歳を祝う会」へ 

 

法律の改正により、令和４年４月１日から成年年齢が１８歳になりました。 

東彼杵町はこれまで毎年１月に「成人式」を開催していましたが、成年年齢引き下げ後も、

２０歳を迎える方を対象に式典を開催します。 

これに伴い、式典の名称を「成人式」から「二十歳を祝う会」に変更します。 

 

開催日時 

東彼杵町総合会館グリーンハートホール 

令和５年１月３日（火）１０時３０分から（受付１０時から） 

 

対象者 

平成１４年（2002 年）４月２日から平成１５年（2003 年）４月１日までにお生まれの方 

 

新型コロナウイルス感染予防の為、来場される際は必ずマスクの着用をお願い致します。 
また、一般の方の来場はお断りしております。ご了承ください。 
なお、駐車場は、文化ホール裏と総合会館の駐車場をご利用下さい。 

 


